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(57)【要約】
　製品（５０１）を収容するように構成された包装ユニ
ット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）に
関連する製品（５０１）の視覚的描写（５０３）を表示
する方法であって、包装ユニット（３０１、７０１、８
０１、９０１、１２０１）が、ディスプレイ・デバイス
（２０５、７１１、８１１、１２０２）と、メモリ・デ
バイス（１０９、１２１１）と、メモリ・デバイス（１
０９、１２１１）を保持するように構成されたメモリ・
ポート（２０１、１２０９）とを備え、方法が、メモリ
・デバイス（１０９、１２１１）に製品（５０１）に関
連する情報を保存する工程と、メモリ・デバイス（１０
９、１２１１）をメモリ・ポート（２０１、１２０９）
に嵌合させる工程と、保存された情報を表示するように
ディスプレイ・デバイス（２０５、７１１、８１１、１
２０２）を構成する工程とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品（５０１）を収容するように構成された包装ユニット（３０１、７０１、８０１、
９０１、１２０１）に関連する前記製品（５０１）の視覚的描写（５０３）を表示する方
法であって、前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）が、ディ
スプレイ・デバイス（２０５、７１１、８１１、１２０２）と、メモリ・デバイス（１０
９、１２１１）と、前記メモリ・デバイス（１０９、１２１１）を保持するように構成さ
れたメモリ・ポート（２０１、１２０９）とを備え、前記方法が、
　前記メモリ・デバイス（１０９、１２１１）に前記製品（５０１）に関連する情報を保
存する工程と、
　前記メモリ・デバイス（１０９、１２１１）を前記メモリ・ポート（２０１、１２０９
）に嵌合させる工程と、
　前記保存した情報を表示するように前記ディスプレイ・デバイス（２０５、７１１、８
１１、１２０２）を構成する工程とを含む方法。
【請求項２】
　前記保存された情報が、前記製品（５０１）の前記視覚的描写を提供する複数の記憶さ
れた電子画像を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記保存された情報が、前記製品（５０１）の前記視覚的描写を提供するビデオ・ファ
イル（１０３）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記保存された情報を前記製品（５０１）の動画（５０３）として表示する工程をさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記保存された情報（１０３、１０５）が、前記製品（５０１）に関連するデータ（１
０５）を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記データ（１０５）が、前記製品（５０１）を個別に識別する少なくとも１つの識別
番号（５０７）を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記製品（５０１）が、前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１）の外側
に置かれる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記製品（５０１）が、前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１）の内側
に置かれる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記製品が、製品を保持するデバイス内の前記メモリ・デバイスに保持される、請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記製品を保持するデバイスがブリスタ・パケットである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）が、前記製品に関連
する証明情報（３０７）をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記製品（５０１）が、視覚的に美観のある特性を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記製品（５０１）が宝石である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記宝石がダイアモンドである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
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　前記保存された情報が、前記ダイアモンドのシンチレーションを表示する画像情報を含
む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　複数の前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）を互いに隣り
合わせに配置する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記包装ユニット（９０１）が蓋（９０７）をさらに備え、前記蓋（９０７）が開いた
場合に前記ディスプレイ・デバイス（９１１）が見えるように、前記ディスプレイ・デバ
イス（９１１）が前記蓋（９０７）に取り付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記包装ユニット（８０１）が蓋（８０７）をさらに備え、前記蓋（８０７）が閉じた
場合に前記ディスプレイ・デバイス（８１１）が見えるように、前記ディスプレイ・デバ
イス（８１１）が前記蓋（８０７）に取り付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　製品（５０１）を収容するように構成された包装ユニット（３０１、７０１、８０１、
９０１、１２０１）であって、前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１
２０１）が、ディスプレイ・デバイス（２０５、７１１、８１１、１２０２）、およびメ
モリ・デバイス（１０９、１２１１）と共に使用するためのメモリ・ポート（２０１、１
２０９）を備え、前記メモリ・デバイス（１０９、１２０９）が前記製品（５０１）に関
連する情報を保存するように構成され、前記ディスプレイ・デバイス（２０５、７１１、
８１１、１２０２）が、前記保存された情報を表示するように構成された包装ユニット。
【請求項２０】
　前記保存された情報が、前記製品（５０１）の視覚的描写を提供する複数の電子画像を
含む、請求項１９に記載の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）
。
【請求項２１】
　前記保存された情報が、前記製品（５０１）の視覚的描写を提供するビデオ・ファイル
を含む、請求項１９に記載の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１
）。
【請求項２２】
　前記保存された情報が、前記ディスプレイ・デバイス（２０５、７１１、８１１、１２
０２）に前記製品（５０１）の動画として表示される、請求項１９に記載の包装ユニット
（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項２３】
　前記保存した情報が、前記製品（５０１）に関連するデータを含む、請求項１９に記載
の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項２４】
　前記データが、前記製品（５０１）を個別に識別する少なくとも１つの識別番号（５０
７）を含む、請求項２３に記載の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２
０１）。
【請求項２５】
　前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）に関連する前記製品
（５０１）さらに備える、請求項１９に記載の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、
９０１、１２０１）。
【請求項２６】
　前記メモリ・デバイスをさらに備え、前記製品が製品を保持するデバイス内の前記メモ
リ・デバイスに保持される、請求項２５に記載の包装ユニット。
【請求項２７】
　前記製品を保持するデバイスがブリスタ・パケットである、請求項２６に記載の包装ユ
ニット。
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【請求項２８】
　前記製品（５０１）に関連する証明情報をさらに備える、請求項１９に記載の包装ユニ
ット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項２９】
　前記製品（５０１）が、視覚的に美観のある特性を有する、請求項１９に記載の包装ユ
ニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項３０】
　前記製品（５０１）が宝石である、請求項２９に記載の包装ユニット（３０１、７０１
、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項３１】
　前記宝石がダイアモンドである、請求項３０に記載の包装ユニット（３０１、７０１、
８０１、９０１、１２０１）。
【請求項３２】
　前記動画が前記ダイアモンドのシンチレーションを表示する、請求項３１に記載の包装
ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項３３】
　蓋（９０７）をさらに備え、前記蓋（９０７）が内面を備え、前記蓋（９０７）が開い
た場合に前記ディスプレイ・デバイス（９１１）が見えるように、前記ディスプレイ・デ
バイス（９１１）が前記蓋（９０７）の前記内面に取り付けられる、請求項１９に記載の
包装ユニット（９０１）。
【請求項３４】
　蓋（８０７）をさらに備え、前記蓋（８０７）が外面を備え、前記蓋（８０７）が閉じ
た場合に前記ディスプレイ・デバイス（８１１）が見えるように、前記ディスプレイ・デ
バイス（８１１）が前記蓋（８０７）の外面に取り付けられる、請求項１９に記載の包装
ユニット（８０１）。
【請求項３５】
　宝石（５０１）を保持するための第２の包装手段（７０９）を備える第１の包装手段（
７０１）であって、前記第１の包装手段（７０１）がさらに、前記宝石（５０１）の視覚
的な外観と関連する情報を保存するためのメモリ手段（１０９）、および前記保存された
情報を動画（５０３）として表示する表示手段（７１１）を備える第１の包装手段（７０
１）。
【請求項３６】
　前記宝石（５０１）に関連する追加の情報をさらに含む、請求項３５に記載の第１の包
装手段（７０１）。
【請求項３７】
　宝石（５０１）を保持する包装手段（３０１、８０１、９０１）であって、前記包装手
段（３０１、８０１、９０１）が、前記宝石（１０９）の視覚的な外観と関連する情報を
保存するメモリ手段（１０９）と、前記保存された情報を動画（５０３）として表示する
表示手段（２０５、８１１、９１１）とを備える包装手段。
【請求項３８】
　別の包装手段を保持するようになされた第１の包装手段（７０１）であって、前記第１
の包装手段（７０１）が、前記別の包装手段の中に第１の宝石（５０１）の視覚的な外観
と関連する情報を保存する第１のメモリ手段（１０９）と、前記保存された情報を第１の
動画（５０３）として表示する第１の表示手段（７１１）と、第２の宝石（５０１）を保
持する第２の包装手段（３０１、８０１、９０１）であって、前記第２の包装手段（３０
１）が、前記第２の宝石（１０９）の視覚的な外観と関連する情報を保存する第２のメモ
リ手段（１０９）を備える第２の包装手段と、前記保存された情報を第２の動画（５０３
）として表示する第２の表示手段（２０５、８１１、９１１）とを備え、前記第１および
第２の動画（５０３）が、宝石販売者の店舗に入るとき、購買者の目を捉える様式で表示
される表示システム。
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【請求項３９】
　前記動画（５０３）が、宝石販売者の店舗を通り過ぎる購買者の目を捉える様式で表示
される、請求項３５に記載の前記第１の包装手段（７０１）を備える表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は宝石を包装するための方法または装置に関する。より詳細には、本発明は、包
装ユニットに関連する宝石の視覚的な特性を見るための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知の包装システムでは、販売用の製品は通常、包装ユニット内に配置され、店内の棚
の上に陳列される。包装ユニットは、様々な形状および寸法のものであり、多くの異なる
材料から作製されることができる。たとえば、包装ユニットは、蓋を備える箱型の包装で
あり、プラスチックタイプの材料から作製できる。販売用の製品は、箱の中に配置され、
箱は蓋を閉じることによって密封される。製品の全体的な画像が箱の外面に配置されて、
箱の中に配置された製品のタイプを購買者に表示する。
【０００３】
　この種類の包装に関連する１つの問題は、包装ユニットが開けられ、または包装ユニッ
トが透明な材料から作製されない限り、包装ユニットの内側に何があるか購買者が見るこ
とができないことである。透明な材料は、たとえばあまりにも高価であり、包装の形状を
形成するのに十分な展性がないなど様々な理由で、それを使用することが必ずしも便利な
ことではない。透明の材料が使用された場合でも、購買者は、製品が購買者への適切な製
品であるかどうか判断するのを助けるために箱の中の製品の重要な視覚的な特徴を容易に
確認することができない。
【０００４】
　たとえば、宝石のような視覚的に美観のある製品の場合、宝石の視覚的な特徴の正確で
写実的な視覚的描写を透明な包装によって明確に判定することは不可能であるかもしれな
い。
【０００５】
　さらなる問題は、包装ユニットの外面に示された画像が、包装ユニットの内側に配置さ
れた実際の製品のものではないことである。写真は通常、顧客を引き付けて製品を購入さ
せるために、製品を一般的に理想の型にしたものであり、包装ユニット内に配置された製
品を正確に視覚的に描写したものではない。これによって、購買者に誤解を与えることに
より動揺させ、そうして信用を失うことで収益の損失を招くおそれがある。
【０００６】
　宝石、たとえばダイアモンド等の製品を販売する場合、購買者がどの宝石を購入したい
かについて決定を行う目的で宝石を視覚的に比較するために、宝石は一般にガラス・キャ
ビネットの内側でディスプレイ・パッド上に配置される。この決定を行う際、宝石は、陳
列ケースから取り出され、磨かれ、購買者が持ち帰るための宝石箱の内側に配置される。
【０００７】
　カットされたダイアモンドなどの宝石の美しさは、その光を操る能力に由来する。進入
光がその多くの切子面から反射され屈折されるとき、優れたカットのダイアモンドによっ
て演じられる「光の遊戯」が目を引き付ける。ダイアモンドおよびその他の宝石は、何千
年もの間宝石としてカットされ、磨かれ、身に着けられてきた。それらは、ラウンド・ブ
リリアント、オーバル、ペア、マーキース、ラジアント、プリンセス、ハート、エメラル
ドなどの多くの異なるカットパターンに従ってカットできる。今日最も人気のあるカット
は、標準のラウンド・ブリリアント（ＳＲＢ）カットとして知られている。
【０００８】
　カットされたダイアモンドなどの宝石を購入する場合、専門家でないオブザーバ（ｕｎ
ｔｒａｉｎｅｄ　ｏｂｓｅｒｖｅｒ）は一般に、異なる宝石の間の違いを説明するのに宝
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石商の熟練と知識に頼る。専門家でないオブザーバにカットされたダイアモンドを説明す
る場合、宝石商は４Ｃ、すなわちそのカラット重量、透明度、色、およびカットとして知
られるものについて言及する可能性がある。これらの要因のそれぞれは、ダイアモンドの
価値に影響を有する。これらの要因のうち、カラット重量の影響は、専門家でないオブザ
ーバが理解するのに比較的単純明快である。それは一般に、カラット重量が増加すると共
に、カットされたダイアモンドの価値が増加することである。同様にして、透明度（透明
のダイアモンドは一般に、より透明でないダイアモンドよりも価値がある）、および色（
色のないダイアモンドは一般に、色の付いたダイアモンドよりも価値がある）の効果は専
門家でないオブザーバが理解するのに比較的単純明快である。
【０００９】
　しかし、価値に最も重要な影響があるのは、ダイアモンドのカットおよびその光を操る
能力の劇的な効果である。ダイアモンドのカッティングおよびポリシングは、高度に熟練
を要する技術であり、良好にカットされたダイアモンドは、その他の点では同一であるが
、カットがよくないダイアモンドより上に大幅に増額された価格を付ける。しかし、宝石
の光学的な性能に関するカットの効果の所与の理論的な複雑さは、宝石商が専門家でない
オブザーバに説明するのに最も困難な要因であることは驚くには及ばない。
【００１０】
　カットされた宝石の光を操る能力を表現するために、輝度（戻る光の強さ）、シンチレ
ーション（ダイアモンドが照明条件に対して移動するとき戻る光の急速な、局所的な変動
）、対称性（「ハート・アンド・アロー」と呼ばれるものなどの光のパターンの対称性）
、およびファイア（白色光の分光色への分散）などの主観的パラメータが使用される。
【００１１】
　宝石を販売することに関連する１つの問題は、購買者が、ガラスのキャビネット内で並
べて置かれた２つの宝石の間の良好な視覚的な比較を得られないことである。２つの宝石
はどちらも、それらがそれぞれの宝石箱の内側に配置されたとき、視覚的に並んで容易に
比較することができない。
【００１２】
　さらに、宝石が顧客によって購入された後に、２人の顧客が、包装ユニットから宝石を
取り出し、それらを同一の光源に対して同時にかざさない限り、宝石の視覚的な特徴を互
いに比較することは容易でない。
【特許文献１】米国特許出願公開２００４／００７２１３７
【特許文献２】欧州特許第ＥＰ１３１９９４２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上述の問題のいくつかまたは全てを克服し、あるいは少なくとも緩和するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　１つの態様では、本発明は、製品を収容するように構成された包装ユニットに関連する
製品の視覚的描写を表示する方法を提供し、その包装ユニットは、ディスプレイ・デバイ
ス、メモリ・デバイス、およびメモリ・デバイスを保持するように構成されたメモリ・ポ
ートを備え、方法は、メモリ・デバイスに製品に関連する情報を保存する工程と、メモリ
・デバイスをメモリ・ポート内に嵌合させる工程と、ディスプレイ・デバイスに保存され
た情報を表示するように構成する工程を含む。
【００１５】
　別の態様では、本発明は、製品を収容するように構成された包装ユニットを提供し、そ
の包装ユニットは、ディスプレイ・デバイス、およびメモリ・デバイスと共に使用するた
めのメモリ・ポートを備え、メモリ・デバイスは、製品に関連する情報を保存するように
構成され、ディスプレイ・デバイスは、保存された情報を表示するように構成される。



(7) JP 2008-510972 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

【００１６】
　別の態様では、本発明は、宝石を保持するための第２の包装手段を備える第１の包装手
段を備え、第１の包装手段がさらに、宝石の視覚的な外観に関連する情報を保存するため
のメモリ手段、保存された情報を動画として表示する表示手段を備える。
【００１７】
　別の態様では、本発明は、宝石を保持するための包装手段を備え、包装手段が、宝石の
視覚的な外観に関連する情報を保存するためのメモリ手段、保存された情報を動画として
表示する表示手段を備える。
【００１８】
　別の実施形態では、本発明は表示システムを提供し、その表示システムが、別の包装手
段を保持するようになされた第１の包装手段を備え、前記第１の包装手段が別の包装手段
の中に第１の宝石の視覚的な外観に関連する情報を保存する第１のメモリ手段を備える第
１の包装手段と、保存された情報を第１の動画として表示する第１の表示手段と、第２の
宝石を保持する第２の包装手段であって、第２の宝石の視覚的な外観と関連する情報を保
存する第２のメモリ手段を備える第２の包装手段と、保存された情報を第２の動画として
表示する第２の表示手段とを備え、第１および第２の動画が、宝石販売者の店舗に入ると
き、購買者の目を捉える様式で表示される。
【００１９】
　本発明は、包装ユニットに関連する実際の製品の動画を見る能力を提供する利点を有し
、したがって、購買者が、包装ユニットに関連する実際の製品を見る必要なく、製品の視
覚的な特徴を詳細に見ることができるようにする。これは、その他の製品に対して製品を
比較することによって店の中で製品を販売し、同時に包装ユニット内に収められた個々の
製品の主観的な美しさを評価する手段を提供することに対する補助を提供する。
【００２０】
　さらに、本発明は購買者に、製品を購入し店舗を去った後に製品の視覚的な画像を容易
に比較できるようにする利点を提供する。たとえば、異なる時にダイアモンドを購入した
購買者は、どちらのダイアモンドが最良であるかを見る目的で、包装からダイアモンドを
取り出す必要なく、購買者のダイアモンドのカットを視覚的に比較することができる。
【００２１】
　さらに、本発明は店のウインドウを通りすぎる通行人の注意を引くことの利点を提供す
る。あるいは、本発明は広いショッピング環境に入ってくる、店内を見て歩く人注意を引
くことの利点を提供する。通行人や店内を見て歩く人は、包装ユニットの上に示された製
品の画像の視覚的描写に注目し、したがってさらに情報を得る目的で表示されている製品
に近付く。
　次に、本発明の特定の実施形態が、添付の図面を参照して例によってのみ説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　出願人の先の特許出願を参照すると、米国特許出願公開２００４／００７２１３７が、
コンピュータにより実行される、専門家でないオブザーバに宝石を評定するのを教示する
方法およびそのためのシステムを記載している。さらに、付与された欧州特許、欧州特許
第ＥＰ１３１９９４２号は、宝石の特性を判定するためのデータを生成するための装置、
および宝石の特性を判定するための方法およびコンピュータ・プログラムを開示する。
【００２３】
　これらの従来の特許出願は、宝石に光源を照らしながら、数多くの宝石の画像が異なる
回転位置でどのように取り込まれるかを説明している。たとえば、画像は９０°の範囲に
わたって２°の間隔で取り込まれ、したがって４５の画像を提供する。これらの画像は、
シンチレーションなどの宝石のある種の光の特徴を購買者に視覚的に示すのに使用される
。
【００２４】
　図１を参照すると、パーソナル・コンピュータ・デバイス１０１が示されている。パー
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ソナル・コンピュータ１０１は、マイクロソフト社のＷｉｎｄｏｗｓ　ＸＰなどの標準の
オペレーティング・システムを実行する。画像は、出願人の先行の特許出願に記載された
ように、画像キャプチャ・デバイスによって取り込まれ、記憶される。カメラが画像を取
り込み、それらをビットマップ・ファイルとして記憶する。ＰＣ１０１は、スキャンされ
たファイルの格納部１０３に宝石の画像を示すビットマップ・ファイルを記憶する。さら
に、この実施形態では、ＰＣ１０１が、固有の識別番号、または宝石のカラット重量など
の宝石に関連するデータを記憶するためのデータベース１０５を含む。
【００２５】
　メモリ・デバイス・ポート１０７内に配置されたメモリ・デバイス１０９を備えるポー
ト１０７を使用して、スキャンされたファイルの格納部１０３内のスキャンされたファイ
ルが、スキャンされたファイル格納部１０３からメモリ・デバイス１０９にスキャンされ
たファイルの通信チャネル１１１に沿って転送される。通信チャネルは、たとえばＰＣＩ
／ＸＩＯインターフェースまたはＵＳＢインターフェースなどの任意の適切なデータ通信
媒体であることができる。
【００２６】
　さらに、データベース１０５内に保持されたデータは、データ・ファイル通信チャネル
１１３に沿ってメモリ・デバイス１０９内に転送される。
　この実施形態では、メモリ・デバイスは、ソニー社のＭｅｍｏｒｙ　Ｓｔｉｃｋ（ＭＳ
）フラッシュ・メモリ・カードであるが任意のその他のメモリ・デバイスであることがで
きる。
【００２７】
　上記に説明された手順の後に、メモリ・デバイス１０９は、宝石のビットマップ画像を
その宝石に関連するデータと共に収録する。
【００２８】
　図２を参照すると、この実施形態で使用される回路のブロック図が示される。メモリ・
デバイス１０９（記憶されたビットマップ画像および記憶されたデータを含む）は、包装
ユニットのメモリ・デバイス・ポート２０１内に挿入される。包装ユニットのメモリ・デ
バイス・ポート２０１は、第１のデータ・チャネル２１１を介してディスプレイ・マイク
ロコントローラ２０３に接続されている。ディスプレイ・マイクロコントローラ２０３は
、第２のデータ・チャネル２１３を介してディスプレイ・デバイス２０５に連結されてい
る。包装ユニットのメモリ・デバイス・ポート２０１、ディスプレイ・マイクロコントロ
ーラ２０３、およびディスプレイ・デバイス２０５は、電源ライン２０９に沿って電源２
０７から電力を供給される。
【００２９】
　この実施形態でのディスプレイ・デバイスは、液晶ディスプレイである。液晶ディスプ
レイは、透過式（すなわち、画素がスクリーンの後方から照明される）アクティブ・マト
リクス型薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）タイプのディスプレイである。しかし、任意のその
他の適切なタイプのディスプレイが使用できる。
【００３０】
　この実施形態でディスプレイ・マイクロコントローラ２０３はＰｈｉｌｉｐｓ　Ｓｅｍ
ｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ社から入手可能なＮｅｘｐｅｒｉａ　ＰＮＸ１５００である。
【００３１】
　包装ユニットのメモリ・デバイス・ポート２０１は、メモリ・スティック・タイプのメ
モリ・デバイス１０９と共に使用される任意の適切なメモリ・デバイス・ポートである。
任意のその他の適切なメモリ・ポートがその他のタイプのメモリ・デバイスと共に使用で
きる。
【００３２】
　電源２０７は、リチウムイオン・バッテリなどの小型で高出力のバッテリ・ユニットで
ある。
【００３３】
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　ディスプレイ・マイクロコントローラ２０３は、第１のデータ・チャネル２１１を介し
て、包装ユニットのメモリ・デバイス・ポート２０１に接続されるメモリ・デバイス１０
９からデータを受け取る。ディスプレイ・マイクロコントローラ２０３は、適切なフォー
マットで第２のデータ・チャネル２１３に沿ってディスプレイ・デバイス２０５の上に表
示される宝石の画像データ（ビットマップ）およびデータ・ファイル（テキスト）を出力
する。この実施形態では、第２のデータ・チャネル２１３は、ＰＮＸ１５００のＴＴＬ－
ＲＧＢ出力である。次いで、ディスプレイ・デバイス２０５は、その宝石に関連するデー
タと一緒に宝石の記憶されたビットマップ・イメージ、たとえば固有の識別番号を順次に
表示することができる。
【００３４】
　図３を参照すると、包装ユニット３０１が本実施形態に従って示される。包装ユニット
３０１は、宝石を保管するのに使用される標準的な宝石箱（図示されない）の寸法である
。包装ユニット３０１は、上記に説明したタイプのディスプレイ・デバイス２０５を備え
る。ディスプレイ・デバイス２０５は、第１の表示領域３０３と第２の表示領域３０５を
有する。第１の表示領域３０３は、包装ユニットに関連する宝石の記憶された順次の画像
を示すのに使用される。第２の表示領域３０５は、同じ宝石に関連する記憶されたデータ
を表示するのに使用される。
【００３５】
　包装ユニット３０１は、情報領域３０７も含み、それによって製品に関連する情報が包
装ユニット３０１に印刷できる。たとえば、この実施形態では、情報領域３０７に示され
た情報は、包装ユニット３０１に関連する宝石の認証された特徴を含む。
【００３６】
　さらに、宝石の製造者を識別するために、品質表示ラベル３０９を包装ユニット３０１
に取り付けることができる。この品質表示ラベルは、製品が信頼でき、確認可能な生産者
から来ていることを購買者に確証する。
【００３７】
　包装ユニット３０１の上部に蓋３１１が配置されている。蓋３１１は、宝石を包装ユニ
ット３０１に挿入し、取り出すために開けられる。この実施形態では、蓋３０１は、一方
の側でヒンジ式に取り付けられるが、任意の適切なタイプの蓋が使用できることが理解さ
れるであろう。
【００３８】
　図４は、上記に説明した包装ユニット３０１の内側の構成要素を示す。包装ユニット３
０１のベース部に包装ユニットのメモリ・デバイス・ポート２０１が配置される。メモリ
・デバイス１０９は、デバイス・ポート２０１の開口を通って挿入され、定位置に嵌合さ
れる。包装ユニット３０１のベース部内には、ディスプレイ・マイクロコントローラ２０
３も配置される。ディスプレイ・マイクロコントローラ２０３は、第１のデータ・チャネ
ル２１１を形成するインターフェース接続４０１を介して包装ユニットのメモリ・デバイ
ス・ポート２０１に相互接続される。
【００３９】
　包装ユニット３０１の前部には、上記に説明したように、ディスプレイ・デバイス２０
５が包装ユニット３０１の外部の前面に配置されている。
【００４０】
　この実施形態では、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）デバイス２０５が適切な接着剤を使用
して包装ユニットに取り付けられている。ディスプレイ・デバイス２０５は、それが包装
ユニットに確実に固定されるように重さが十分に軽くなっている。
【００４１】
　ディスプレイ・マイクロコントローラ２０３は、インターフェース接続４０３を介して
ディスプレイ・デバイス２０５に相互接続され、したがって、２つの構成要素（２０３、
２０５）の間の第２のデータ・チャネル２１３を接続する。
【００４２】
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　包装ユニット３０１内には、上記に説明したタイプの電源デバイス２０７を受け入れる
ように構成されたバッテリ・コンパートメント４０５も配置されている。電源デバイス２
０７の電源出力部は、電源ライン２０９を介して、ディスプレイ・デバイス２０５、ディ
スプレイ・マイクロコントローラ２０３、および包装ユニットのメモリ・デバイス・ポー
ト２０１に連結されている。
【００４３】
　図５は、包装ユニット３０１がどのように宝石５０１と共に使用できるかの１つの例を
示す。包装ユニット３０１は、その中に配置された宝石５０１を有する。包装ユニット３
０１の前部には、第１の表示領域３０３および第２の表示領域３０５を組み込むディスプ
レイ・デバイス２０５がある。ディスプレイ・デバイス２０５上の第１の表示領域３０３
は、包装ユニット３０１内に配置された実際の宝石の動画を表示する。動画５０３は、以
前に撮られ、上記に説明されたメモリ・デバイス１０９に記憶された画像である。この実
施形態では、動画は、メモリ・デバイス１０９に記憶された連続した４５のビットマップ
画像を使用して表示される。第４５番目の画像が表示された後、ディスプレイ・マイクロ
コントローラ２０３は、画像５０３が循環して再生されるように画像番号１から開始して
画像を再び表示するように構成されている。
【００４４】
　包装ユニット３０１は、蓋３１１を組み込み、それは宝石５０１を包装ユニット３０１
に配置すると閉じられる。宝石５０１を購入した購買者は、包装ユニット３０１を持ち帰
ることもできる。次いで、購買者は、宝石５０１を包装ユニット３０１から取り出さずに
いつでも動画５０３としてディスプレイ・デバイス２０５に示されるような宝石５０１の
光学的な特徴を見ることができる。
【００４５】
　動画５０３の表示に加えて、宝石５０１に関連するデータが第２の表示領域３０５に表
示される。たとえば、宝石の固有の識別番号５０７およびカラット重量を含むデータが動
画５０３の隣に表示される。この実施形態では、データ情報が第２の表示領域３０５を横
切ってスクロールされる。
【００４６】
　図６は、店の環境の中で使用されている包装ユニット３０１の例を示す。いくつかの包
装ユニット３０１が、棚ユニット６０７の上でガラス・ケース６０１の内側に配置される
。包装ユニット３０１のそれぞれと並んで、宝石ホルダ６０５の上にその包装ユニット３
０１に関連する宝石５０１が配置される。包装ユニット３０１のそれぞれは、ディスプレ
イ・デバイス２０５の第１の表示領域３０３の上に、関連する宝石５０３の動画を表示す
る。宝石５０１の動画５０３を表示することに加えて、上記に説明したように、宝石５０
１に関連するデータが第２の表示領域３０５に表示される。
【００４７】
　したがって、宝石を購入することを意図して店に入る購買者は、宝石の視覚的な特徴の
差異をより容易に見分け、それによってどちらの宝石５０１を購買者が購入したいかを決
定するために、各包装ユニット３０１のディスプレイ・デバイス２０５上の動画５０３を
見ることによってそれぞれの宝石の光学的な特徴を見ることができる。多くの包装ユニッ
ト３０１を共に配置する行為により、購買者が異なる宝石の視覚的な特徴をリアルタイム
で視覚的な比較を行うことができるようにする。このようにすると、展示されている宝石
の視覚的なシンチレーションによって購買者を注目させ、購買者を引き付けることによっ
て、購買者に真の選択の感覚が与えられる。
【００４８】
　図７Ａは、展示箱として使用するために意図された包装ユニット７０１の別の実施形態
を示す。展示箱の包装ユニット７０１は、上記に説明した宝石箱型の包装ユニット３０１
よりも大きい。
【００４９】
　展示箱の包装ユニット７０１は、図７Ｂに示され、下記に論じられるような宝石箱型の
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包装ユニット３０１のものと同様な構成要素を備える。ディスプレイ・デバイス７１１は
、この実施形態では、たとえば適切な接着剤を使用して展示箱の包装ユニット７０１の正
面に固定される。展示箱はさらに、蓋７０７を備える。
【００５０】
　展示箱の包装ユニット７０１は、底部コンパートメント内に、ディスプレイ・マイクロ
コントローラ７１３、電源デバイス７１７を受け入れるように構成されたバッテリ・コン
パートメント７１５、メモリ・デバイス１０９を受け入れるように構成されたメモリ・デ
バイス・ポート７１９を備える。これらの構成要素は、上述の実施形態と同じ様式で共に
接続される。
【００５１】
　ディスプレイ７１１は、第１の表示領域７０３と第２の表示領域７０５を備える。上述
の宝石箱の包装ユニット３０１でのように、第１の表示領域７０３は、展示箱の包装ユニ
ット７０１と関連する宝石の動画５０３を表示する。第２の表示領域７０５では、その宝
石に関連するデータが表示される。たとえば、ＩＤ番号７２１およびカラット重量等が、
第２の表示領域７０５を横切ってスクロールされる。
【００５２】
　動画５０３が展示箱の包装ユニット７０１の前面に示される場合、展示箱７０１は、ガ
ラス・ケース内で積重ねられることができ、それによって購買者が包装ユニット７０１の
正面から包装ユニット７０１内の宝石（図示されない）の動画を見ることを可能にする。
　宝石（図示されない）を収容する標準的な宝石箱７０９は、宝石に関する品質保証を含
むフォルダ、宝石の証書、および購買者の購買に関する購買者情報を提供する情報フォル
ダと共に展示箱の包装ユニット７０１内側に嵌合する。
【００５３】
　宝石を購入するときに、購買者は、上記に示した品目と共に展示箱の包装ユニット７０
１を持ち帰る。
【００５４】
　包装ユニットの別の実施形態８０１が図８に示される。この包装ユニット８０１は、図
３、４、５および６に示されたタイプのもの、またはその代わりに図７に示されたタイプ
のものであることができる。
【００５５】
　包装ユニット８０１は、適切な接着剤を使用して展示箱の包装ユニット８０１の蓋８０
７の外面に固定的に取り付けられたディスプレイ・デバイス８１１を備える。
【００５６】
　前述の実施形態でのように、ディスプレイ・デバイス８１１は、第１の表示領域および
第２の表示領域８０５を組み込み、第１の表示領域８０３は、包装ユニット８０１に関連
する宝石（示されない）の動画５０３を表示し、第２の表示領域８０５は、宝石と関連す
るデータを表示する。
【００５７】
　動画５０３が包装ユニット８０１に取り付けられた蓋８０７の上面に配置されると、展
示箱８０１は、購買者が上から動画５０３を見ることができるようにガラスのディスプレ
イ・ユニット内に配置できる。
【００５８】
　図９は、包装ユニットの別の実施形態を示す。この包装ユニット８０１は、図３、４、
５および６に示されたタイプのもの、またはその代わりに図７に示されたタイプのもので
あることができる。
【００５９】
　包装ユニット９０１は蓋９０７を備え、ディスプレイ・デバイス９１１が適切な接着剤
を用いて蓋９０７の内面に取り付けられる。したがって、ディスプレイ・デバイス９１１
は、蓋９０７が開いた位置にある場合に見ることができる。
【００６０】



(12) JP 2008-510972 A 2008.4.10

10

20

30

40

50

　上記の実施形態でのように、ディスプレイ・デバイス９１１は、２つの表示領域を組み
込み、動画５０３を表示するための第１の表示領域９０３、および宝石に関連するデータ
を表示する第２の表示領域９０５を組み込む。
【００６１】
　この構成では、使用者は、包装ユニット９０１の内側に配置された宝石の動画を見るこ
とができ、同時に図３、４、５、および６に示された宝石箱の包装ユニットの実施形態の
場合の宝石、または図７に示される展示箱の包装ユニットの実施形態の場合の品質保証、
ダイアモンド証書、および情報フォルダなどを組み込むフォルダの包装ユニット９０１の
その他の中身を見ることができる。
【００６２】
　図１０は、上記に論じた展示箱の包装ユニット７０１がショー・ウインドウに使用され
たシナリオを示す。展示箱の包装ユニット７０１は、宝石販売の店１００１のショー・ウ
インドウ１００３内の棚ユニット１００５に配置される。展示箱の包装ユニット７０１内
に保管された宝石の動画５０１は、可能性のある購買者を販売されている宝石に関するさ
らなる情報を明らかにするために店１００１に入るように促すように歩行者の目を捉える
。
【００６３】
　購買者は、店１００１の外側に立ち、特定の宝石それ自体を実際に見る必要なしに、展
示箱の包装ユニット７０１内に配置された異なる宝石を視覚的に比較することが容易にで
きる。これによって、購買者を店に誘い入れるために高価な宝石をショー・ウインドウに
陳列する必要がなくなり、ウインドウを割ることによって宝石が盗まれる保安上の危険が
低下するさらなる利点がもたらされる。
【００６４】
　図１１は、展示箱の包装ユニット７０１と宝石箱型の包装ユニット３０１が互いに一緒
に使用されたシナリオを示す。宝石箱型の包装ユニット３０１は、宝石ホルダ６０５の上
に配置された、それらに関連する宝石５０１の横に並んで棚６０７の上でガラス・ケース
６０１の中に配置される。これらの宝石の動画は、宝石箱型の包装ユニット３０１の前面
の上に表示される。あるいは、動画は、包装ユニットの上面（すなわち蓋）に表示できる
。
【００６５】
　さらに、展示箱の包装ユニット７０１は、別のガラス・ケース６０１内に横に並んで配
置され、宝石はその個々の宝石箱の中で展示箱の包装ユニット７０１の内側に配置される
。動画５０３は、その中に配置された宝石の視覚的な特徴を表示する。
【００６６】
　この配列は、広いショッピング・エリアにいる購買者が展示箱の包装ユニット７０１の
視覚的な動く表示に気付き、次いでより小さい包装ユニット３０１に関連するさらなる宝
石の動画５０３を見ることができるようになっている。
【００６７】
　図１２Ａは、包装ユニット１２０１の別の実施形態を示す。包装ユニット１２０１は、
ディスプレイ・ユニット１２０２およびメモリ・デバイス１２１１を備える。この実施形
態では、メモリ・デバイス１２１１は、ＵＳＢディスクまたは「スティック」であるが、
任意のその他の適切なメモリ・デバイスが使用できることが理解されるであろう。
【００６８】
　ディスプレイ・ユニット１２０２は、上述の実施形態でのような液晶ディスプレイなど
のディスプレイ・デバイス１２０３を備える。液晶ディスプレイ１２０３は、第１の表示
領域１２０５と第２の表示領域１２０７の２つの表示領域を有する。さらに、ディスプレ
イ・ユニットは、この実施形態ではＵＳＢポートであるメモリ・デバイス・ポート１２０
９を有する。
【００６９】
　ディスプレイ・ユニット１２０２内には、通信チャネルを介してＵＳＢインターフェー
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ス・カードおよびディスプレイ・デバイス１２０３に接続されたマイクロプロセッサ、お
よび電源チャネルを介して構成要素に電力を供給するバッテリなどの電源デバイスがある
。
【００７０】
　ＵＳＢディスク１２１１は、製品５０１、この実施形態ではＵＳＢディスク１２１１と
関連する宝石を有する。宝石５０１は、保持デバイス１２１５によってＵＳＢディスク１
２１１に保持される。この実施形態では、保持デバイス１２１５は宝石５０１をＵＳＢデ
ィスク１２１１に固定するブリスタ・パケット（ｂｌｉｓｔｅｒ　ｐａｃｋｅｔ）である
。
【００７１】
　宝石５０１と関連する固有の識別番号１２１７がＵＳＢディスク１２１１に刻印されて
いる。宝石５０１は、出願者のＩＤビューア技術（ＩＤ　ｖｉｅｗｅｒ　ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ）などの適切な任意の手段を使用して識別番号１２１７を読み取ることによって宝
石を認証するためにその上に刻まれたこの固有の識別番号１２１７を有する。この固有の
識別番号１２１７をＵＳＢディスク１２１１に印刷することにより、各ＵＳＢディスク１
２１１が、ただ１つの宝石５０１に関連付けられる。
【００７２】
　前述の実施形態で上記に説明されたように、宝石５０１の動画は、任意の適切なコンピ
ュータ・デバイスを使用して、ＵＳＢポートを介して取り込まれた動画をＵＳＢディスク
１２１１に転送することによって、出願人のＩｓｅｅ－２デバイスを使用してＵＳＢディ
スク１２１１に記憶される。また、固有の識別番号１２１７などの宝石５０１に関連する
データは、上記に説明したようにＵＳＢディスク１２１１に転送され、そこに記憶される
。動画およびデータは、書き込み禁止にされた状態で、暗号化されたデータ・ファイルで
ＵＳＢディスクに記憶される。
【００７３】
　次いで、関連する宝石５０１は、ブリスタ・パケット１２１５内でＵＳＢディスク１２
１１に固定される。宝石は、ブリスタ・パケット１２１５で覆われ、次いでそれは、任意
の適切な手段によってＵＳＢディスクに固定される。この実施形態では、ブリスタ・パケ
ットは、接着剤を使用して固定される。ブリスタ・パケット以外の任意のその他の適切な
保持デバイスが使用できることが理解されるであろう。保持デバイスは、半永久的または
非永久であることができる。
【００７４】
　この実施形態では、識別番号１２１７は、番号１２１７をＵＳＢディスク表面に物理的
にエッチングすることによってＵＳＢディスク１２１１に刻印される。たとえば、パーマ
ネント・インク（ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　ｉｎｋｓ）を使用するなど、任意の適切な永久的
なマーク付け方法が利用できることが理解されるであろう。
【００７５】
　図１２Ｂは、ＵＳＢポート１２０９を介してディスプレイ・ユニット１２０２に嵌合さ
れたＵＳＢディスク１２１１を示す。第１の表示領域１２０５上に、宝石５０１の動画１
２１９が表示される。動画１２１９は、内部のプロセッサおよびＵＳＢインターフェース
を使用してＵＳＢディスク１２１１に記憶された画像を転送することによって液晶ディス
プレイ１２０３に表示される。
【００７６】
　第２の表示領域１２０７には、ＵＳＢディスク１２１１に記憶された固有の識別番号１
２１７などの宝石に関連するデータも表示される。この識別番号は、宝石５０１に刻まれ
た識別番号、およびＵＳＢディスク１２１１に刻印された識別番号１２１７と一致する。
【００７７】
　この実施形態では、購買者はＵＳＢディスクに固定された購買者の宝石を購入し、次い
で、この実施形態では独立型のディスプレイ・ユニットなどの任意の適切なディスプレイ
・ユニットに宝石と関連する動画およびその他のデータを再生することができる。これに
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よって、購買者は、宝石それ自体を扱う必要なく友人、同僚、または可能性のある買手に
宝石の光の取扱い特性を見せることができるようになる。
【００７８】
　本発明の実施形態は、本明細書中に例によって説明されるに過ぎず、本発明の範囲から
逸脱せずに様々な変更および修正を行うことができることが理解されるであろう。
【００７９】
　たとえば、展示箱型の包装ユニットに関する図７、８、および９に示されるディスプレ
イ・デバイスの様々な構成は、第１の実施形態で論じられた宝石箱型の包装ユニット３０
１にも適用できる。たとえば、ディスプレイ・デバイスは、宝石箱型の包装ユニット３０
１の蓋に内側または外側で装着できる。
【００８０】
　さらに、任意のタイプの適切なディスプレイ・デバイスが、任意の適切な様式で包装ユ
ニットに使用され、装着できる。たとえば、ディスプレイは、カラー・スーパー・ツイス
ト・ネマチック、または二層スーパー・ツイスト・ネマチック（ｄｏｕｂｌｅ　ｌａｙｅ
ｒ　ｓｕｐｅｒ　ｔｗｉｓｔ　ｎｅｍａｔｉｃ）デバイスなどの受動マトリクス・ディス
プレイである白黒の液晶ディスプレイであることができる。さらに、液晶ディスプレイは
、反射型液晶ディスプレイであることができる。
【００８１】
　メモリ能力を備える任意の適切なデバイスが、たとえばＵＳＢディスク・デバイス、ス
マート・カード、セキュア・デジタル（ＳＤ）メモリ・デバイス、マルチ・メディア・カ
ード（ＭＭＣ）メモリ・デバイス、コンパクト・フラッシュ（ＣＦ）カード・タイプ１お
よび２、スマート・メディア（ＳＭ）カード、ならびにＸＤカードなどのメモリ・デバイ
スに使用できることも明らかになるであろう。
【００８２】
　実際に、非脱着型のメモリが使用でき、またメモリに画像データを供給するためにＲＳ
－２３２またはＵＳＢポートなどのデータ・ポート、またはブルートゥースもしくは赤外
線受信機などの無線デバイスを箱に設けることができる。
【００８３】
　任意の適切なマイクロコントローラが、メモリタイプのデバイスからデータおよび画像
を読み取り、液晶ディスプレイに情報を表示するために適切なフォーマットでそれらを出
力するのに使用できる。
　任意の適切なタイプの小型で高出力のバッテリ・ユニットが使用できる。たとえば、バ
ッテリ・ユニットは、充電可能なタイプのユニットであることができる。
【００８４】
　さらに、実施形態では、動画は、一連の記憶されたビットマップ・ファイルをディスプ
レイ・デバイスに順次に表示することにより作製されるが、動画は、メモリ・デバイスに
ビデオ・フォーマットでファイルを記憶することによって作成できることが明らかになる
であろう。たとえば、ＭＰＥＧ、ＡＶＩ、およびＤＶフォーマットなどの適切なフォーマ
ットが使用できる。
【００８５】
　さらに、図１２Ａ、および１２Ｂに示され、ならびに上記に説明されるような実施形態
では、ディスプレイ・ユニットは、パーソナル・コンピュータ・デバイスの一部分、また
はメモリ・デバイスを受け、動画をディスプレイ上に表示することが可能な実際に任意の
その他のコンピュータ・デバイスであることができることが明らかになるであろう。メモ
リ・デバイスは、ディスプレイ・ユニットから離れていることができ、画像およびデータ
は、無線送信手段によってディスプレイ・デバイスに転送されることも理解されるであろ
う。
【００８６】
　さらに、宝石に関連するデータを記憶するために使用されるデータベースは、ＰＣの内
側以外の異なる場所に配置できることが明らかになるであろう。たとえば、データベース
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は、任意の周知の通信技術を使用したローカル・エリア・ネットワーク、ワイド・エリア
・ネットワーク、またはインターネットを介してＰＣに連結できる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】データおよび画像転送プロセスのブロック図を示す。
【図２】本発明の実施形態に従って使用される回路のブロック図を示す。
【図３】本発明の実施形態による包装ユニットを示す。
【図４】図３に示された包装ユニットの内部構成要素を示す。
【図５】宝石を収めるのに使用される図３および４に示された包装ユニットを示す。
【図６】図５に示されるような多くの包装ユニットが陳列されているのを示す。
【図７Ａ】本発明の別の実施形態による展示箱包装ユニットを示す。
【図７Ｂ】本発明の別の実施形態による展示箱包装ユニットを示す。
【図８】包装ユニットの別の実施形態を示す。
【図９】包装ユニットの別の実施形態を示す。
【図１０】図７に示されるような展示箱包装ユニットが使用されているのを示す。
【図１１】図７の展示箱包装ユニットおよび図３の包装ユニットが使用されているのを示
す。
【図１２Ａ】包装ユニットの別の実施形態の斜視図を示す。
【図１２Ｂ】図１２Ａに示された別の実施形態の側面図を示す。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成18年5月5日(2006.5.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品（５０１）を収容するように構成された包装ユニット（３０１、７０１、８０１、
９０１、１２０１）に関連する前記製品（５０１）の視覚的描写（５０３）を表示する方
法であって、前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）が、ディ
スプレイ・デバイス（２０５、７１１、８１１、１２０２）と、メモリ・デバイス（１０
９、１２１１）と、前記メモリ・デバイス（１０９、１２１１）を保持するように構成さ
れたメモリ・ポート（２０１、１２０９）とを備え、前記方法が、
　前記メモリ・デバイス（１０９、１２１１）に前記製品（５０１）に関連する情報を保
存する工程と、
　前記メモリ・デバイス（１０９、１２１１）を前記メモリ・ポート（２０１、１２０９
）に嵌合させる工程とを含み、方法は、前記保存された情報が包装ユニット内に記憶され
る実際の製品の画像を含むことによって特徴付けられ、方法は、ディスプレイ・デバイス
（２０５、７１１、８１１、１２０２）を前記画像を含む保存された情報を表示するよう
に構成する工程をさらに含む方法。
【請求項２】
　前記保存された情報が、前記製品（５０１）の前記視覚的描写を提供する複数の記憶さ
れた電子画像を含む、請求項１に記載の方法。



(19) JP 2008-510972 A 2008.4.10

【請求項３】
　前記保存された情報が、前記製品（５０１）の前記視覚的描写を提供するビデオ・ファ
イル（１０３）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記保存された情報を前記製品（５０１）の動画（５０３）として表示する工程をさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記保存された情報（１０３、１０５）が、前記製品（５０１）に関連するデータ（１
０５）を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記データ（１０５）が、前記製品（５０１）を個別に識別する少なくとも１つの識別
番号（５０７）を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記製品（５０１）が、前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１）の外側
に置かれる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記製品（５０１）が、前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１）の内側
に置かれる、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記製品が、製品を保持するデバイス内の前記メモリ・デバイスに保持される、請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記製品を保持するデバイスがブリスタ・パケットである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）が、前記製品に関連
する証明情報（３０７）をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記製品（５０１）が、視覚的に美観のある特性を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記製品（５０１）が宝石である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記宝石がダイアモンドである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記保存された情報が、前記ダイアモンドのシンチレーションを表示する画像情報を含
む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　複数の前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）を互いに隣り
合わせに配置する工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記包装ユニット（９０１）が蓋（９０７）をさらに備え、前記蓋（９０７）が開いた
場合に前記ディスプレイ・デバイス（９１１）が見えるように、前記ディスプレイ・デバ
イス（９１１）が前記蓋（９０７）に取り付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記包装ユニット（８０１）が蓋（８０７）をさらに備え、前記蓋（８０７）が閉じた
場合に前記ディスプレイ・デバイス（８１１）が見えるように、前記ディスプレイ・デバ
イス（８１１）が前記蓋（８０７）に取り付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　製品（５０１）を収容するように構成された包装ユニット（３０１、７０１、８０１、
９０１、１２０１）であって、前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１
２０１）が、ディスプレイ・デバイス（２０５、７１１、８１１、１２０２）、およびメ
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モリ・デバイス（１０９、１２１１）と共に使用するためのメモリ・ポート（２０１、１
２０９）を備え、前記メモリ・デバイス（１０９、１２０９）が前記製品（５０１）に関
連する情報を保存するように構成され、前記保存された情報が包装ユニット内に記憶され
る実際の製品の画像を含むことによって特徴付けられ、ディスプレイ・デバイス（２０５
、７１１、８１１、１２０２）は、前記画像を含む保存された情報を表示するように構成
される包装ユニット。
【請求項２０】
　前記保存された情報が、前記製品（５０１）の視覚的描写を提供する複数の電子画像を
含む、請求項１９に記載の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）
。
【請求項２１】
　前記保存された情報が、前記製品（５０１）の視覚的描写を提供するビデオ・ファイル
を含む、請求項１９に記載の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１
）。
【請求項２２】
　前記保存された情報が、前記ディスプレイ・デバイス（２０５、７１１、８１１、１２
０２）に前記製品（５０１）の動画として表示される、請求項１９に記載の包装ユニット
（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項２３】
　前記保存した情報が、前記製品（５０１）に関連するデータを含む、請求項１９に記載
の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項２４】
　前記データが、前記製品（５０１）を個別に識別する少なくとも１つの識別番号（５０
７）を含む、請求項２３に記載の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２
０１）。
【請求項２５】
　前記包装ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）に関連する前記製品
（５０１）さらに備える、請求項１９に記載の包装ユニット（３０１、７０１、８０１、
９０１、１２０１）。
【請求項２６】
　前記メモリ・デバイスをさらに備え、前記製品が製品を保持するデバイス内の前記メモ
リ・デバイスに保持される、請求項２５に記載の包装ユニット。
【請求項２７】
　前記製品を保持するデバイスがブリスタ・パケットである、請求項２６に記載の包装ユ
ニット。
【請求項２８】
　前記製品（５０１）に関連する証明情報をさらに備える、請求項１９に記載の包装ユニ
ット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項２９】
　前記製品（５０１）が、視覚的に美観のある特性を有する、請求項１９に記載の包装ユ
ニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項３０】
　前記製品（５０１）が宝石である、請求項２９に記載の包装ユニット（３０１、７０１
、８０１、９０１、１２０１）。
【請求項３１】
　前記宝石がダイアモンドである、請求項３０に記載の包装ユニット（３０１、７０１、
８０１、９０１、１２０１）。
【請求項３２】
　前記動画が前記ダイアモンドのシンチレーションを表示する、請求項３１に記載の包装
ユニット（３０１、７０１、８０１、９０１、１２０１）。
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【請求項３３】
　蓋（９０７）をさらに備え、前記蓋（９０７）が内面を備え、前記蓋（９０７）が開い
た場合に前記ディスプレイ・デバイス（９１１）が見えるように、前記ディスプレイ・デ
バイス（９１１）が前記蓋（９０７）の前記内面に取り付けられる、請求項１９に記載の
包装ユニット（９０１）。
【請求項３４】
　蓋（８０７）をさらに備え、前記蓋（８０７）が外面を備え、前記蓋（８０７）が閉じ
た場合に前記ディスプレイ・デバイス（８１１）が見えるように、前記ディスプレイ・デ
バイス（８１１）が前記蓋（８０７）の外面に取り付けられる、請求項１９に記載の包装
ユニット（８０１）。
【請求項３５】
　宝石（５０１）を保持するための第２の包装手段（７０９）を備える第１の包装手段（
７０１）であって、前記第１の包装手段（７０１）がさらに、前記宝石（５０１）の視覚
的な外観と関連する情報を保存するためのメモリ手段（１０９）、および前記保存された
情報を動画（５０３）として表示する表示手段（７１１）を備える第１の包装手段（７０
１）。
【請求項３６】
　前記宝石（５０１）に関連する追加の情報をさらに含む、請求項３５に記載の第１の包
装手段（７０１）。
【請求項３７】
　宝石（５０１）を保持する包装手段（３０１、８０１、９０１）であって、前記包装手
段（３０１、８０１、９０１）が、前記宝石（１０９）の視覚的な外観と関連する情報を
保存するメモリ手段（１０９）と、前記保存された情報を動画（５０３）として表示する
表示手段（２０５、８１１、９１１）とを備える包装手段。
【請求項３８】
　別の包装手段を保持するようになされた第１の包装手段（７０１）であって、前記第１
の包装手段（７０１）が、前記別の包装手段の中に第１の宝石（５０１）の視覚的な外観
と関連する情報を保存する第１のメモリ手段（１０９）と、前記保存された情報を第１の
動画（５０３）として表示する第１の表示手段（７１１）と、第２の宝石（５０１）を保
持する第２の包装手段（３０１、８０１、９０１）であって、前記第２の包装手段（３０
１）が、前記第２の宝石（１０９）の視覚的な外観と関連する情報を保存する第２のメモ
リ手段（１０９）を備える第２の包装手段と、前記保存された情報を第２の動画（５０３
）として表示する第２の表示手段（２０５、８１１、９１１）とを備え、前記第１および
第２の動画（５０３）が、宝石販売者の店舗に入るとき、購買者の目を捉える様式で表示
される表示システム。
【請求項３９】
　前記動画（５０３）が、宝石販売者の店舗を通り過ぎる購買者の目を捉える様式で表示
される、請求項３５に記載の前記第１の包装手段（７０１）を備える表示システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　１つの態様では、本発明は、製品を収容するように構成された包装ユニットに関連する
製品の視覚的描写を表示する方法を提供し、その包装ユニットは、ディスプレイ・デバイ
ス、メモリ・デバイス、およびメモリ・デバイスを保持するように構成されたメモリ・ポ
ートを備え、方法は、メモリ・デバイスに製品に関連する情報を保存する工程と、メモリ
・デバイスをメモリ・ポート内に嵌合させる工程とを含み、方法は、前記保存された情報
が包装ユニット内に記憶される実際の製品の画像を含むことによって特徴付けられ、方法
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は、ディスプレイ・デバイスを前記画像を含む保存された情報を表示するように構成する
工程をさらに含む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　別の態様では、本発明は、製品を収容するように構成された包装ユニットを提供し、そ
の包装ユニットは、ディスプレイ・デバイス、およびメモリ・デバイスと共に使用するた
めのメモリ・ポートを備え、メモリ・デバイスは、製品に関連する情報を保存するように
構成され、前記保存された情報が包装ユニット内に記憶される実際の製品の画像を含むこ
とによって特徴付けられ、ディスプレイ・デバイスは、前記画像を含む保存された情報を
表示するように構成される。
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